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第５章 全体構想 

５-1 ᅵᆅ⏝᪉㔪 

本町の土地利用については、将来都市構造を踏まえながら、商業・業務、住宅

などの都市機能及び自然環境の保全に応じて、次のような８つのゾーンを設定し

ました。 

 

(1) ၟᴗ࣭ᴗົ࣮ࣥࢰ 

a. JR⥙㥐࿘㎶ 

JR 大網駅周辺は、大網駅東土地区画整理事業※区域をはじめとする、充分な都市

基盤施設を整備した上で、交通条件（鉄道、道路）を活用した、まちの中心核とな

る商業・業務機能を誘導します。 

b. ᅜ㐨 128ྕἢ㐨 

国道 128 号沿道は、周辺の自然環境に配慮しつつ、広域的な交通の利便性を活

用した沿道立地型の商業・業務機能を誘導します。 

c. ᪧᅜ㐨 128ྕἢ㐨ࠊJRỌ⏣㥐࿘㎶ࠊቑ✑ᆅ༊ཬࡧⓑ㔛ᆅ༊ࡢせᆅ᪉㐨ᒣ⏣ྎ

⥙ⓑ㔛⥺ἢ㐨 

既存市街地やまとまりのある新住宅市街地などで、近隣住民の日常生活を支える

商業施設等を誘導します。 

 

(2) ὶ࣮ࣞࣥࢰࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࢡ 

a. せᆅ᪉㐨㣤ᒸ୍ᐑ⥺ἢ㐨 

レクリエーション系商業・サービス施設を誘導します。 

また、東金九十九里有料道路の I.C 周辺において、広域的な行楽客の流動を町内に

誘導するための交流拠点を整備します。 

 

(3) ఫᏯᕷ⾤ᆅ࣮ࣥࢰ 

a. ⥙ᆅ༊ᕷ⾤ᆅ 

大網、駒込、永田の古くからの市街地は、交通の利便性と歴史性を活かした住宅

地として、道路や公園等の基盤施設整備など、居住環境の維持・増進を図ります。 

b. ቑ✑ᆅ༊ᕷ⾤ᆅ 

増穂地区のほぼ中央に位置する増穂地区市街地は、田園環境と調和したゆとりあ

る良好な住環境を維持・増進します。 

c. ⓑ㔛ᆅ༊ᕷ⾤ᆅ 

海岸と田園に隣接し一体となった景観を形成している白里地区市街地は、海と田

園に囲まれた良好な住環境を維持・増進します。 

d. ࡇࡸࡳ㔝ࡓࡀ࡞ࠊ㔝ࠊୣࡀࡾࡳࠊྎࡎࡳࠊᏘ⨾ࡢ᳃ 

面整備による５つの住宅団地は、今後も良好な居住環境を維持し、住宅等の立地

の促進を図ります。 



第５章 全体構想 

 37 

 

(4) ᕷ⾤ᆅ࿘㎶⎔ቃඹ⏕࣮ࣥࢰ 

a. ⥙ᆅ༊᪤Ꮡᕷ⾤ᆅ࿘㎶ 

ＪＲ大網駅周辺の市街地縁辺部や、国道 128 号以西のＪＲ大網駅から永田駅ま

での市街化調整区域については、JR 大網駅周辺整備により生活や交通の利便性の

高い地域となることから、住宅地整備が行われる場合は、自然環境の保全と調和に

留意するよう誘導します。 

 

(5) ⏣ᅬ⎔ቃඹ⏕࣮ࣥࢰ 

a. ቑ✑ᆅ༊࿘㎶ 

市街化区域の縁辺で宅地化が特に顕著な農住混在型の市街化調整区域については、

「田園環境共生ゾーン」と位置付け、農業環境に配慮するとともに、田園環境を活

かしたゆとりある低層住宅地として、住環境の維持・保全に努めます。 

 

(6) ⥳ᆅಖ࣮ࣥࢰ 

a. す㒊ୣ㝠ᆅᇦ 

西部に位置する丘陵地の斜面林や谷津田※は、「緑地保全ゾーン」と位置付け、樹

林地、県立九十九里自然公園※区域である小中池、谷津田といった自然環境の保全と

ともにその活用に努めます。 

 

(7) ⏣ᅬ⎔ቃಖ࣮ࣥࢰ 

a. ୰㒊ཬࡧᾏᆅᇦ୍ᖏࡢ㎰ᆅ 

中部地域及び海浜地域の農地一帯を「田園環境保全ゾーン」として位置付け、農

業環境と住環境が共存した質の高い田園環境の保全・形成に努めます。 

 

(8) ᾏ࣮ࣞࣥࢰࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࢡ 

a. ⓑ㔛ᾏᓊ㒊୍ᖏ 

白里地区海岸部一帯を「海浜レクリエーションゾーン」として位置付け、自然環

境の保全に努めるとともに、通年型の海浜レクリエーションのニーズに対応する機

能を強化します。 
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５-2 㒔ᕷタᩚࡢഛ᪉㔪 

 

(1) ㏻య⣔ᩚࡢഛ᪉㔪 

① 㐨㊰ᩚࡢഛ᪉㔪 

自動車交通の円滑な処理と良好な市街地形成を誘導するため、次のような機能

別道路を整備します。 

◆ 㐨㊰ᩚഛ᪉㔪 

㐨㊰✀ู 㐨㊰ྡ⛠ ᩚഛ᪉㔪 

⮬ື㌴ 

ᑓ⏝㐨㊰ 

ᅪኸ㐨 

䠄ᮾ㔠ⱱཎ㐨㊰䠅 

㤳㒔ᅪᇦ䛸㐃ᦠ䛩䜛㧗㏿㏻䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸䛧䛶⨨䛡䚸

ᩚഛಁ㐍ཬ䜃⏫ෆ䜈䛾䜲䞁䝍䞊䝏䜵䞁䝆䛾タ⨨䜢ᅜ䜔┴䜈ാ䛝

䛛䛡䜛䛸䛸䜒䛻䚸す㒊ୣ㝠ᆅ䛾⮬↛ᬒほ䛻㓄៖䛧䛯㐨㊰ᩚഛ䜢

せㄳ䛧䜎䛩䚹 

ᅜ㐨 128 ྕ䛆㒔ᕷ㍈䛇 

䠄㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉4䞉3 ྕ

᪂ᇼỌ⏣⥺䠅 

ᮾ㔠-ⱱཎ㍈䜢ᵓᡂ䛩䜛せᖿ⥺㐨㊰䛸䛧䛶䚸䜎䛯䚸ᗈᇦⓗ䛺

ὶ䛸㐃ᦠ䜢ಁ㐍䛩䜛㒔ᕷ㍈䛸䛧䛶⨨䛡䚸⥺䠐㌴⥺ᩚഛ

䜢ಁ㐍䛧䜎䛩䚹 

㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉4䞉4 ྕ

Ọ⏣㣴Ᏻᑎ⥺䠄䜏䛹䜚䛜

ୣ䡚ᮾ㔠ᕷቃ༊㛫䠅 

ᅪኸ㐨䠄ᮾ㔠ⱱཎ㐨㊰䠅䛾ᮾ㔠䜲䞁䝍䞊䝏䜵䞁䝆䝆䝱䞁䜽䝅䝵䞁

䛻⮳䜛䜰䜽䝉䝇㐨㊰䛸䛧䛶⨨䛡䚸ᩚഛ䜢᥎㐍䛧䜎䛩䚹 

㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉4䞉4 ྕ

Ọ⏣㣴Ᏻᑎ⥺䛾ⱱཎ᪉

㠃䜈䛾ᘏఙ 

ᅪኸ㐨䠄ᮾ㔠ⱱཎ㐨㊰䠅䛾せᆅ᪉㐨ᮏ⣡⥺䛸䛾䜲䞁䝍

䞊䝏䜵䞁䝆䜈䛾䜰䜽䝉䝇㐨㊰※䛸䛧䛶䚸㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉4䞉4 ྕ⥺

䛾ᘏఙ䜢ᅗ䜚䜎䛩䚹 

せᆅ᪉㐨༓ⴥ⥙⥺

䝞䜲䝟䝇 

䠄㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉3䞉1 ྕ

⍞✑ୗ㥖㎸⥺䠅 

୍⯡㐨㊰䝺䝧䝹䛷ᮏ⏫䛸༓ⴥ㒔ᚰ㒊䜢⤖䜆ᮾす᪉ྥ䛾せ

ᖿ⥺㐨㊰䛸䛧䛶⨨䛡䚸ᘏఙᵓ䜢ྵ䜑䚸༓ⴥᕷ䛾㒔ᕷィ⏬

㐨㊰䛸䛾ㄪᩚ䜢ᅗ䜚䛺䛜䜙䚸ᩚഛ䜢ಁ㐍䛧䜎䛩䚹 

ᗈᇦႠ㎰ᅋᆅ㐨㊰ 
⏘ᴗ䛾άᛶ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸㏆㞄ᕷ⏫ᮧ䛸༠ຊ䛧䚸ᗈᇦ㎰㐨䛾

ᩚഛ䜢ಁ㐍䛧䜎䛩䚹 

せᆅ᪉㐨 㣤ᒸ୍ᐑ

⥺䠄㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䡡3䡡

13 ྕἨᅄኳᮌ⥺䠅 

ᾏᓊ㒊䛻䛚䛡䜛༑㔛ἢᓊ䛾ᕷ⾤ᆅ䜢⤖䜆せᖿ⥺㐨㊰

䛸䛧䛶⨨䛡䜎䛩䚹䜎䛯䚸ⓑ㔛ᕷ⾤ᆅ䛾㦵᱁䜢䛺䛩㐨㊰䛷䛒

䜚䚸᪥ᖖ㏻䜔ほග㏻䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䚸䝞䝸䜰䝣䝸䞊※䛺䛹

Ṍ⾜⪅✵㛫䛻䜒㓄៖䛧䛯ᩚഛ䜢ಁ㐍䛧䜎䛩䚹 

せᆅ᪉㐨ᒣ⏣ྎ⥙

ⓑ㔛⥺䝞䜲䝟䝇䠄㒔ᕷィ

⏬㐨㊰ 3䞉4䞉5 ྕᐑ

㇂⥺䠅 

༓ⴥᮾ㔠㐨㊰ᒣ⏣䜲䞁䝍䞊䝏䜵䞁䝆䜈䛾䜰䜽䝉䝇㐨㊰䛸䛧䛶

⨨䛡䚸ᩚഛ䜢ಁ㐍䛧䜎䛩䚹 

ᗈᇦ 

ᖿ⥺㐨㊰ 

せᆅ᪉㐨ᒣ⏣ྎ⥙

ⓑ㔛⥺ 

䛆ὶ䞉㐃ᦠ㍈䛇 

せᆅ᪉㐨ᒣ⏣ྎ⥙ⓑ㔛⥺䛿䚸⥙䚸ቑ✑䚸ⓑ㔛ᆅᇦ䜢

⤖䜆ὶ䞉㐃ᦠ㍈䛸䛧䛶⨨䛡䚸䝞䝸䜰䝣䝸䞊䜔ᬒほ䜈䛾㓄

៖䛺䛹䚸ᛌ㐺䛺Ṍ⾜✵㛫䛾ฟ䜢┠ᣦ䛧䛯ᩚഛ䜢ಁ㐍䛧䜎䛩䚹 

ͤᗈᇦᖿ⥺㐨㊰㸸㧗㏿㐨㊰⥙᥋⥆ࡿࡍ㐨㊰ࠊཪࡣ࿘㎶ᕷ⏫ᮧࡪ⤖ࢆ㐨㊰ࢆ⨨ࡍࡲࡅ䚹 
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◆ 㐨㊰ᩚഛ᪉㔪㸦ࡁ࡙ࡘ㸧 

㐨㊰✀ู 㐨㊰ྡ⛠ ᩚഛ᪉㔪 

㒆⏺㐨㊰ 
ᮾす䛾㐃ᦠ䜢ᙉ䛩䜛㒆⏺㐨㊰䛾ᮍᩚഛ㒊ศ䛾ᩚഛ䜢᥎

㐍䛧䜎䛩䚹 

㒊ᖿ⥺㐨㊰ 

せᆅ᪉㐨ᒣ⏣ྎ⥙ⓑ㔛⥺䝞䜲䝟䝇䛛䜙䛾㏻㐣㏻䛾

䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻䚸ⓑ㔛ᆅᇦ䛻䛴䛺䛜䜛㒊ᖿ⥺㐨㊰䛾ᩚ

ഛ䜢᥎㐍䛧䜎䛩䚹 

せᆅ᪉㐨༓ⴥ⥙⥺

ཬ䜃ᒣ⏣ྎ⥙ⓑ㔛⥺

䠄㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉4䞉11

ྕ㣤ሯụ⏣⥺䠅 

䠦䠮⥙㥐䜈䛾䜰䜽䝉䝇౽ᛶ䛾ྥୖ䛾䛯䜑䛾㐨㊰䛸䛧䛶

⨨䛡䚸ᩚഛಁ㐍䜢ᅗ䜚䜎䛩䚹 

┴㐨ṇẼⱱཎ⥺ 
㏻㔞ࡢቑᑐᛂࠊࡋᏳᛶࢆ☜ಖࠊࡵࡓࡿࡍṌ㐨

 ࠋࡍࡲࡋせㄳࢆᣑᖜᩚഛࡓࡵྵࢆ⨨タࡢ

ᖿ⥺㐨㊰ 

┴㐨୍ᐑ∦㈅⥺ 
㏻㔞ࡢቑᑐᛂࠊࡋᏳᛶࢆ☜ಖࠊࡵࡓࡿࡍṌ㐨

 ࠋࡍࡲࡋせㄳࢆᣑᖜᩚഛࡓࡵྵࢆ⨨タࡢ

㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉4䞉10 ྕ

᪂⏣Ọ⏣⥺ 

⥙ᕷ⾤ᆅ䛾⦆䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉4䞉10

ྕ⥺ᩚഛ䜢᥎㐍䛧䜎䛩䚹 

㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉4䞉18 ྕ

⥙㥐ᮾ୰ኸ⥺ 

⥙㥐ᮾ⥺䜢ᘏఙ䛧䚸ᕷ⾤ᆅ䛾⦆䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸

⥙㥐ᮾᆅ༊䛾䝅䞁䝪䝹䝻䞊䝗䛸䛧䛶䚸ᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗ䛾㐍

ᤖ䛻ྜ䜟䛫ᩚഛ䜢᥎㐍䛧䜎䛩䚹 

㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3䞉3䞉2 ྕ

⥙㥐༡⥺ 

䠦䠮⥙㥐䜈䛾䜰䜽䝉䝇㐨㊰䛸䛧䛶䚸⥙㥐༡ᆅ༊䛾ᅵᆅ༊

⏬ᩚ⌮ᴗ䛸ྜ䜟䛫䚸ᩚഛ䜢᥎㐍䛧䜎䛩䚹 

⏫ෆ 

ᖿ⥺㐨㊰ 

ୖグ௨እ䛾㐨㊰ 

⏕άᅪ䛾㦵᱁䛸䛺䜛䛸䛸䜒䛻ྛ⏕άᅪ䜢┦䛻㐃⤡䛩䜛㐨

㊰䛸䛺䜛䛣䛸䛛䜙䚸䝞䝸䜰䝣䝸䞊➼ᛌ㐺䛺Ṍ⾜✵㛫䜈䛾㓄៖

䜢⾜䛔䛺䛜䜙䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻䛒䜟䛫䛯ᩚഛ䜢᥎㐍䛧䜎䛩䚹 

䠦䠮⥙㥐 
䠦䠮⥙㥐༡䞉䛾 2 ᆅ༊䛾ᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗ䛻ྜ䜟䛫䚸

ᮏ⏫䛾⋞㛵ཱྀ䛻䜅䛥䜟䛧䛔㥐๓ᗈሙ䛾ᩚഛ䜢᥎㐍䛧䜎䛩䚹 

㥐๓ᗈሙ 

䠦䠮Ọ⏣㥐 
䠦䠮Ọ⏣㥐䛾㏻ᗈሙ䜢ᣑᙇ䛧䚸㥐๓ᗈሙ䛸䛧䛶ᩚഛ䜢᥎㐍

䛧䜎䛩䚹 

ͤᖿ⥺㐨㊰㸸㞄᥋ᕷ⏫ᮧ᥋⥆ࡿࡍ㐨㊰ཪࠊࡣ⏫ෆࡢᕷ⾤ᆅࡪ⤖ࢆ㦵᱁ⓗ࡞㐨㊰ࢆ⨨ࠋࡍࡲࡅ 

ͤ⏫ෆᖿ⥺㐨㊰㸸ᖿ⥺㐨㊰ࢆ⿵ࡿࡍ㐨㊰ࠊཪࠊࡣ⏫ෆྛࡢᆅᇦࡢせ࡞⏕ά㐨㊰࡚ࡋᶵ⬟ࡿࡍ

㐨㊰ࢆ⨨ࠋࡍࡲࡅ 
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② බඹ㏻ᩚࡢഛ᪉㔪 

環境問題への対応や高齢社会の到来に向け、公共交通機関の利用促進を図るた

め、次のような方針とします。 

 

a. ࢫࣂ 

○ 快適な公共交通を実現する自動車交通の円滑な処理のできる交通体系のあり

方を検討します。 

○ 道路や駅前広場の整備においては、ユニバーサルデザインに配慮した住民が

利用しやすいバス停の整備を図ります。 

 

b. 㕲㐨 

○ 老朽化しているＪＲ大網駅の駅舎の改修とあわせて、交通バリアフリー法※

による施設改善策を東日本旅客鉄道株式会社と協議します。 

○ ながた野の中央に位置するＪＲ永田駅には、利用者の動向を見極めながら、

駅東側からの直接利用が可能になるように、自由通路・駅舎の橋上化等の施

設整備を関係機関と協議します。 

 

 

 

 

㒔ᕷィ⏬㐨㊰ 3࣭3࣭1 ྕ⥺㸦ྎࡎࡳ㸧 

㹈㹐⥙㥐๓ᗈሙ 
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(2) බᅬ⥳ᆅᩚࡢഛ᪉㔪ཬࡧ⥳ࡢ᪉㔪 

本町の成熟と定住化促進に向け、公園緑地の整備方針及び緑化の方針を次のよ

うに設定します。 

また、各施設の特徴を確保しながら、防災や防犯面を反映した整備をします。 

 

① 㥐࿘㎶⥳᥎㐍࣮ࣥࢰ 

ＪＲ大網駅周辺の市街地 

このゾーンは、本町の中心核として市街地整備を図るため、公園の整備、駅前

広場の緑化、商業施設の緑化など、まちの「顔」となるべく積極的な緑地形成、

緑化を推進します。 

○公園・緑地の整備 

○公共・公益施設の緑化 

○民間施設の緑化 

 

② ᕷ⾤ᆅ⥳᥎㐍࣮ࣥࢰ 

大網、増穂、白里地区の既存市街地 

このゾーンは、古くから市街地が形成されているため、公園や街路樹の整備が

遅れており、また木造住宅密集地帯や狭隘道路等の災害危険区域も存在していま

す。そのため、公園や街路樹の整備や市街地に残された樹林地等の緑地保全を推

進するとともに、公共・公益施設䛸民有地の緑化推進を図り、花と緑で彩られた

市街地形成を推進します。 

○公園・緑地の整備 

○公共・公益施設の緑化 

○民間施設の緑化 

 

③ ఫᏯᆅ⥳᥎㐍࣮ࣥࢰ 

みやこ野、ながた野、みどりが丘、みずほ台、季美の森地区の新住宅市街地 

このゾーンは、面整備により整備された新住宅市街地であり、公園・緑地が整

備され、良好な住環境を形成しています。今後、これら地区において住宅建設が

進むことが予測されるため、現在の住環境を維持、増進できるよう、住宅地内の

緑化を推進します。 

○公共・公益施設の緑化 

○民間施設の緑化 
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④ ⏣ᅬ⎔ቃඹ⏕࣮ࣥࢰ 

増穂地区市街化区域縁辺部の宅地化が進展しているゾーン 

このゾーンは、市街化調整区域で既に宅地化が進展しており、周辺の農業環境

と調和を図りながら、良好な住環境の整備を図ることが求められています。その

ため、公園等の整備とともに、農業環境と調和した住宅地の緑化を推進します。 

○公園・緑地の整備 

○民間施設の緑化 

 

⑤ ᣐⅬࡿ࡞⥳ 

本町のレクリエーションの場や、災害時の一時避難場所、あるいは本町のシン

ボルとなっている緑を位置付け、その整備または保全を推進します。 

 

⑥ 㐨ࡢ⥳ࡢ㍈ 

市街地内に整備される都市計画道路等の幹線道路を緑の軸として位置付け、街

路樹等の整備や、沿道の民有地の緑化を推進します。 

 

⑦ Ἑᕝ㍈ 

自然護岸を残す二級河川小中川、南白亀川（支流の尻無川も含む）、堀川、真

亀川、及び準用河川金谷川は、町を横断する骨格となる河川軸として位置付け、

親水空間※の整備や河川敷の緑化を推進します。 

 

 

 

 

ᑠ୰ụබᅬ 

⣭Ἑᕝ༡ⓑடᕝ㸦ᰗᶫ㏆㸧 
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(3) Ἑᕝ࣭ୗỈ㐨ᩚࡢഛ᪉㔪 

① ἙᕝࠊỈ㊰ᩚࡢഛ᪉㔪 

a. Ỉ⬟ຊࡢᙉ 

市街地の防災性、快適性を向上させるため、河川、水路の整備を推進し、雨水

の流下能力の強化を図ります。 

○ 二級河川である南白亀川、小中川、堀川の改修整備の促進を県に要請します。 

○ 準用河川である金谷川、谷中川の改修を推進します。 

○ 市街地の面整備に合わせ、調整池の設置による流出量の調整や下流河川の改

修等を一体的に推進します。 

○ ＪＲ大網駅周辺など、土地の高度利用を図る地区においては、面整備と合わ

せ河川の改修を促進します。 

○ 増穂地区周辺をはじめとして、排水不良が問題となっている地区について、

小規模河川、水路の整備や街渠の整備により疎水能力の改善を図ります。 

○ 排水対策マスタープラン※（雨水）に基づき、緊急度の高い地区の選定など

の検討を行い、実施計画策定に努め、排水対策の推進を図ります。 

○ 排水路の新設や道路側溝の改修など、排水不良箇所の改善を図ります。 

 

b. ⥳ࡢ㍈ࡢ࡚ࡋἙᕝᩚഛ 

本町の東西方向を貫流する河川を緑のネットワークの主要な構成要素として活

用していくため、河川整備に合わせ歩行者・自転車系道路、緑道などの整備を図

ると同時に、景観的にも緑地軸にふさわしい整備を目指します。 

○ 町管理以外の河川整備改修にあたっては、管理者と十分に調整、協議を行い、

本町のまちづくりの方針に沿った整備に努めます。 

○ 河川の改修にあたっては、親水性を備えたものとするとともに、自然地形を

極力残すなど、河川周辺の生態系との調和に留意します。 

○ 河川に沿った緑道整備を行い、植裁などにより緑の基幹軸としてのイメージ

を強く打ち出していきます。また、河川と南北の地域を結ぶ歩行者・自転車

系道路を整備するとともに、主要な交差部には橋詰広場※を整備するなど、

周辺の公園緑地とのネットワーク化を推進します。 

○ 特にＪＲ大網駅周辺地区においては、まちの顔にふさわしい公共施設とする

ため、質の高い都市景観の形成に資する河川整備に努めます。このため、公

園、広場等のオープンスペース※と河川の一体的整備による親水施設整備等

の特色のある河川整備を検討します。 

○ 河口部周辺においては、海岸の海水浴場の環境整備やレクリエーション拠点

地区の整備と一体的に河川の親水化を図るように留意します。 

○ 本町を貫流する河川の水質浄化には、町内の流域にかかる下水道整備のみで

はなく上流域を含めた総合的な汚水流入の防止対策が必要であり、関連する

流域市町村と必要な調整を図ります。 
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② ୗỈ㐨ᩚࡢഛ᪉㔪 

a. ởỈฎ⌮ᩚࡢഛ᪉㔪 

自然共生型のまちづくりを推進していくため、下水道の整備を図ります。 

 

○ 市街化区域内においては、既定の公共下水道全体計画に基づいた整備を推進

していくと同時に、市街地の状況に対応した全体計画の見直しを図ります。 

○ 市街化調整区域においても、集合処理の必要性、事業効果、経済性を勘案し、

効率的かつ適正な整備手法、地区の選定を行い、事業を推進するとともに、

当面の間集合処理の整備が見込まれない地域については、合併浄化槽の普及

に努めます。 

b. 㞵ỈỈᩚࡢഛ᪉㔪 

市街地の浸水対策として市街地周辺地区と調整を図りながら雨水幹線及び雨水

ポンプ場の整備を推進します。 

c. ᚠ⎔ᆺ♫ࡢ㌿ 

下水道の整備が進むにつれ、汚泥の発生量及び処理水量が増加することから汚

泥、処理水の有効利用を図り、循環型社会※への転換を推進します。 

 

 ഛ᪉㔪ᩚࡢタࡢࡢࡑ (4)

① ᗫᲠ≀ฎ⌮タ 

衛生的で快適な都市と田園の環境を保全していくため、ゴミ処理施設の合理化

を目指します。 

 

○ 廃棄物等を一時的に集積し、同時に有効利用を図るためのストックヤードの

建設を促進します。 

○ 溶融施設によるスラグについて、ブロックや道路舗装などへのリサイクル活

用の促進と、それ以外の処分についての適正な処理と管理を東金市外三町清

掃組合※（環境クリーンセンター）に要請します。 

 

② ᆅබᅬᩚࡢഛ 

計画的開発地を中心とした新たな定住者に対応した墓地の量的充実を図ってい

きます。 

居住者のライフステージ※の最終段階となる墓地施設は、居住者にとって「ふ

るさと意識」を感じさせる基盤となるものであり、自然と共存した都市生活の思

い出を印す象徴的な施設であることから、それにふさわしい空間整備を目指しま

す。 

 

○ 人口増加に伴う墓地需要に対応するため、周辺地域との調和に考慮し、民間

活力を利用するなど整備手法を検討します。 
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５-3 ⮬↛⎔ቃࡢಖࡧࡼ࠾㒔ᕷ⎔ቃࡢᙧᡂ᪉㔪 

本町の自然環境は、地域の個性を創出する重要な要素であり、この地域特性を

踏まえ、次のような方針を設定します。 

 

① す㒊ୣ㝠ᆅࡢಖ 

本町の西部丘陵地一帯は、山武杉、ヒノキ等の人工林と谷津に農地が展開して

います。また、一部県立九十九里自然公園区域に指定されています。これら西部

丘陵地は、本町の自然環境の骨格を形成しており、豊かな自然環境を象徴する重

要な要素となっているとともに、貴重な動植物の生息空間としての機能も果たし

ています。そのため、西部丘陵地については、自然公園区域の維持、保安林指定

区域の再検討、斜面林、民有林等の保全、里山景観の保全等を図ります。 

また、丘陵地域内において将来、圏央道（東金茂原道路）の整備が予定されて

いるため、現在の自然環境や景観の維持に十分配慮した整備を関係機関に働きか

けます。 

 

② ᾏᓊࡢಖ 

本町の東側に位置する白里海岸一帯は、九十九里浜の海岸沿いに連担する県立

九十九里自然公園区域に指定されており、白い砂浜と松林が広がる雄大な景観を

形成しています。そのため、白里海岸については、自然公園区域の維持、松林の

保全等を図ります。 

 

③ Ἑᕝ✵㛫ࡢಖ 

二級河川南白亀川、小中川等の町内を流れる河川や排水路については、既存の

河川区域の運用により計画的な整備・保全を図るとともに、桜等によって緑化さ

れた親水空間の形成に向けた整備を進めます。また、自然の生態系を保全・維持

するため、小魚や鳥などの動物が生息できるよう、水質の改善や環境整備を行い

ます。 

 

④ ㌟㏆࡞⥳ᆅࡢಖ 

市街地周辺や丘陵地の谷津に分布する農地については、農振農用地※の運用に

よる保全を図ります。さらに、町内に点在する神社仏閣等については、歴史的建

築物の保全・修復と併せてその周辺の緑地の保全に努めます。 
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５-4 㒔ᕷᬒほࡢᙧᡂ᪉㔪 

美しい自然景観や、まちの顔など、個性的な景観を演出するため次のような方

針を設定します。 

 

① ୣ㝠ᆅᬒほࡢಖ 

市街地からの視認性が高く、雄大な緑の景観を形成している西部丘陵地につい

ては、極力その保全に努めます。さらに、新たな開発を行う際にも、周辺及び背

後の丘陵地景観との調和に配慮したデザインを採用するように努めます。 

 

② ఫᏯᆅᬒほᩚࡢഛ 

ブロック塀の生垣化や屋敷林等の保全によって目に映る緑を増やすとともに、

緑地協定※や地区計画等の採用によって統一感のある緑化を推進し、良好な住宅

地景観の形成に努めます。 

 

③ ⏣ᅬᬒほࡢಖ 

平地部の田園地帯に見られる屋敷林、社寺林、平地林等の樹林地は、農地と合

わせて、優良な田園景観を形成しているため、これら農地や樹林地の保全に努め

ます。 

 

④ ὶタᬒほᩚࡢഛ 

市街地内において、人びとが日常的に交流する地区においては、公共公益施設

の緑化や花壇・鉢植えの設置等によるまちづくりを進め、まちの「顔」にふさわ

しい景観を形成します。 

 

⑤ 㐨㊰ᬒほᩚࡢഛ 

季節感あふれる街並みを演出し、印象づけることを目標として、道路及び沿道

の緑化を推進します。その際、テーマ性が高く、町民に愛称をつけて親しまれる

ような花の咲く木、実のなる木などによる緑化についても検討します。 

さらに、公共公益施設やバス停の付近など、人びとの目に触れる機会の多い道

路沿道においては、花壇の設置や植栽による緑化を行います。 

また、本町の案内性を高める標識や、案内表示の充実を図り、わかりやすい街

並みの形成を目指します。 
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５-5 㒔ᕷ㜵⅏ࡢ᪉㔪 

本町は、地形・地質の条件や市街地の状況を踏まえ、災害発生を未然に防止し、

被害を最小限に食い止めるために、「大網白里町地域防災計画※」等に基づく防

災面に留意したまちづくりの方針を次のように設定します。 

 

① ⅏ᐖᙉ࠸ᕷ⾤ᆅࡢᙧᡂ 

木造密集住宅地等における延焼拡大の危険性を軽減するため、土地区画整理事

業等によって防災上危険な市街地の解消を図るとともに、道路、公園等の都市基

盤整備を推進することによって災害に強い市街地形成に努めます。 

 

② ᘓ⠏≀ࡢ⪏㟈⇞ 

既成市街地など比較的密集した住宅地では、建築物の不燃化や延焼遮断帯の確

保に努めます。 

また、公共建築物については、耐震診断・改修の実施を推進するとともに、そ

の他既存建築物については「建築物の耐震改修の促進に関する法律※」の活用及

び「千葉県既存建築物耐震改修促進計画」※に沿い、緊急性の高い施設の所有者

に対して、耐震改修の実施に向けた指導に努めます。 

 

③ 㐨㊰ᩚࡢഛ 

火災の延焼防止や避難・緊急輸送ルート等の機能のほか、一時的な避難場所、

消防活動の場としての機能も合わせ持つ主要な道路については、広幅員化、隅切

りの設置等の整備を進めるほか、街路樹の設置によって延焼遮断機能の向上を図

ります。 

また、地域住民がわかりやすく安全に避難することができるよう生活に密着し

た道路の整備改善を進めます。 

 

 ഛᩚࡢࣥࣛࣇࣛ ④

電気・通信・ガス・上下水道といったライフラインについては、計画・設計・

施工・維持管理の各段階において十分な耐震化対策に努めます。 

 

⑤ 㜵⅏ᣐⅬᩚࡢഛ 

役場及び学校等の主要な公共公益施設については、防災拠点､または災害応急

活動の中枢拠点として位置付け､災害用備品格納施設及び防災井戸等の整備を行

います。 

また、一時避難場所や災害時における活動拠点としての機能を担う公園緑地の

整備を推進するとともに、これらの公園緑地においても災害応急対策施設の整備

を進めます。 
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海岸部における津波からの避難のために、津波の遡上危険度を判断し、概ね

10 メートル以上の地形、あるいは浸水が予想される地域外に存在する施設及び

空地を避難場所として指定するとともに、こうした場所の確保が困難な場合は、

中高層ビル等を一時的に避難地として指定します。 

 

 ᪉㔪ࡢ⮬↛⅏ᐖ㜵Ṇࡢࡑ ⑥

急傾斜地崩壊危険箇所及び崩壊危険箇所などの災害危険区域及び箇所は、事前

に把握・調査に努め、必要に応じて擁壁などの防災施設の整備を行います。 

さらに、土砂流出及び斜面崩壊等に対して災害防止効果のある保安林や砂防指

定地等について今後も維持するとともに、その他の丘陵地の緑地で防災上重要な

ものについては、その保全を図ります。 

また、雨水による氾濫を防止するため、二級河川南白亀川、小中川、真亀川及

び堀川の河川改修を要望するとともに準用河川についても整備を進めます。 

津波の河川への遡上による浸水を防ぐため、河川下流部の河川堤防及び水門の

整備を図るよう国、県、隣接町と連携して促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㏆㞄බᅬୣࡀࡾࡳ
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